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市
の
職
員
数
・
給
与
な
ど
を
公
表
し
ま
す

　

市
の
職
員
数
・
給
与
な
ど
の
概
要
に
つ
い

て
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

　

こ
れ
は
市
の
「
人
事
行
政
の
運
営
等
の

状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
」
に
基
づ
き
、

市
民
の
皆
様
に
職
員
の
任
用
や
勤
務
条
件

を
ご
理
解
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

職員数 職員の任免及び職員数に関する状況

採用者・任用替職員数（平成 22 年４月１日）
区分 試験採用 選考採用 任用替 計

一般行政職 3 0 0 3
技能労務職 0 0 0 0

計 3 0 0 3

退職者数（平成 22 年 3 月 31 日）
区分 定年 勧奨 その他 計

一般行政職 7 3 2 12
技能労務職 3 1 0 4

計 10 4 2 16

年齢別職員数の状況（平成 22 年４月１日）
区分 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 計
男性 0 21 84 67 81 253
女性 0 10 30 40 74 154

計 0 31 114 107 155 407

部門別職員数の推移（各年 4 月１日）
区分 Ｈ 22 Ｈ 21 増減数

一般行政部門 273 281 -8
教育部門 93 98 -5

公営企業等 41 41 0
総合計 407 420 -13

※教育長を除く

給　与 職員の給与の状況

平均給料月額及び平均年齢（平成 22 年４月１日）
区分 平均年齢 平均給料月額

一般行政職 44.7 歳 ３３１，３００
技能労務職 51.9 歳 ３０１，８００

初任給の状況（平成 22 年４月１日）

一般行政職
大学卒 １７２，２００
短大卒 １５２，８００
高校卒 １４０，１００

経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成 22 年４月１日）
経験年数 10 ～ 15 年未満 15 ～ 20 年未満 20 ～ 25 年未満

一般行政職
大学卒 ２７２，７００ ３０７，８００ ３５１，４００
短大卒 ２６７，１００ ２９３，５００ ３３０，３００
高校卒 ２６１，８００ ２８２，５００ ３１０，９００

特別職の報酬等の状況（平成 22 年４月１日）
区分 給料月額 期末手当 区分 報酬月額 期末手当

給料
市長 ７７５，０００ ６月期　1.45 月分

12 月期　1.65 月分
計　3.10 月分

報酬
議長 ３１５，０００ ６月期　1.60 月分

12 月期　1.75 月分
計　3.35 月分

副市長 ５９８，０００ 副議長 ２６５，０００
教育長 ５４６，０００ 議員 ２４９，０００

※副市長については現在不在です。

勤務時間 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

勤務時間（平成 22 年４月１日）
区　　分 状　　　況

正規の勤務時間 １週間あたり 38 時間 45 分
開始・終了時間 開始　8：30　終了　17：15

休憩時間 12：00 ～ 13：00

職員研修の状況（平成 21 年度）
研修区分 受講人数
基本研修 　１７名
専門研修 　１７名
自主研修 ２５４名

7 級　部長・教育次長・議会事務局長・会計管理者

6 級　課長

5級　課長補佐・参事等

4級　係長・主任教諭等

3級　係長・主幹等　

2級　主任・技師等　

1級　主事・技手等　
級別職員数

分限及び懲戒処分の状況（平成 21 年度）
処分の種類 件数

分限処分
降任 0
休職 4
免職 0

懲戒処分

戒告 0
減給 0
停職 0
免職 0
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10
月
１
日
か
ら

小
学
３
年
生
ま
で
マ
ル
福
が
受
け
ら
れ
ま
す

第
３
回

行
方
市
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
大
会

　

日
頃
の
運
動
不
足
解
消
、
メ
タ
ボ
予
防
に
向
け
て
今

年
も
実
施
し
ま
す
の
で
、
奮
っ
て
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

期
　
　
日　

10
月
２
日（
土
）※
予
備
日　

10
月
９
日（
土
）

開 

会 

式　
午
前
９
時　

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
ス
タ
ー
ト　

９
時
30
分

集
合
場
所　

行
方
市
麻
生
公
民
館

コ 

ー 

ス　

麻
生
公
民
館
～
天
王
崎（
４
㎞
ま
た
は
６
㎞
）

参
加
資
格　

行
方
市
在
住
の
小
学
生
以
上

参 
加 
費　

１
０
０
円
（
中
学
生
以
下
無
料
）

申
込
方
法　

 
国
保
年
金
課
（
玉
造
庁
舎
）
へ
９
月
24
日

（
金
）
ま
で
に
申
し
込
み

電
　
　
話　

０
２
９
９
ー
５
５
ー
０
１
１
１

（
土
日
祝
日
を
除
く　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
ま
で
）

※ 

駐
車
場
は
麻
生
庁
舎
又
は
麻
生
保
健
セ
ン
タ
ー
へ
お

願
い
し
ま
す
。

メ
タ
ボ
の
予
防
や
解
消
に
は
運
動
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

　

忙
し
く
て
運
動
す
る
時
間
が

な
い
方
で
も
日
常
の
工
夫
で
少

し
ず
つ
体
を
動
か
し
ま
し
ょ

う
。
例
え
ば
、
買
い
物
で
の
駐

車
場
を
遠
く
に
し
て
歩
い
て
み

る
と
か
。

　

20
分
間
以
上
続
け
な
い
と
効
果
が
な
い
と
言
わ
れ
て

い
ま
し
た
が
、
最
近
で
は
こ
ま
め
に
運
動
す
る
こ
と
で

も
効
果
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
内
臓
脂

肪
の
撃
退
を
し
ま
し
ょ
う
。

国
保
年
金
課
（
玉
造
庁
舎
）

☎ 
０
２
９
９
（
５
５
）
０
１
１
１

　

現
在
、
医
療
福
祉

費
支
給
制
度
（
マ

ル
福
）
は
小
学
校

入
学
前
の
乳
幼
児
を

対
象
に
行
っ
て
い
ま

す
が
、
10
月
１
日
か

ら
は
、
小
学
３
年
生

ま
で
対
象
を
広
げ
た

マ
ル
福
を
開
始
し
ま

す
。

※ 

マ
ル
福
を
受
け
る
た
め
に
は
申
請
が
必
要
に
な

り
ま
す
。

◇
助
成
の
内
容

　

外
来
の
場
合
、
１
つ
の
医
療
機
関
で
１
日

６
０
０
円
（
６
０
０
円
未
満
の
場
合
は
そ
の
額
）

を
月
２
回
ま
で
、
入
院
の
場
合
は
１
つ
の
医
療
機

関
１
日
３
０
０
円
、
月
３
，
０
０
０
円
ま
で
を
自

己
負
担
し
て
い
た
だ
き
、
そ
れ
を
超
え
る
分
は
マ

ル
福
で
負
担
し
ま
す
。
薬
局
で
の
自
己
負
担
は
な

く
、
全
額
を
マ
ル
福
で
負
担
し
ま
す
。

※ 

入
院
時
の
食
事
代
は
、
助
成
対
象
と
な
り
ま
せ

ん
。

◇
所
得
の
制
限

　

こ
の
制
度
を
受
け
る
に
は
、
扶
養
人
数
な
ど
に

よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
所
得
制
限
が
あ
り
ま

す
。

指定管理者制度導入施設の評価結果の公表
　行方市では、平成１８年度から公共施設の管理・運営に指定管理者制度を導入しています。指定管理者制度では、公共施設の管理・
運営に民間活力を取り入れ、そのノウハウの活用により市民サービスの向上や管理運営経費の縮減を図っています。
　市では、この指定管理者が提供するサービスが安全かつ適正な水準で確実に実施されているかを判断するため、利用者アンケートやヒ
アリング、実地調査等を基に評価を行っています。

◆評価方法　
指定管理者評価（アンケート調査及び自己評価）⇒ 市評価（ヒアリング及び実地調査）⇒ 市選定委員会評価（最終評価）
◆評価の基準
Ａ　（優　良）：仕様書及び事業計画書の内容や目標を上回る成果があり、優れた管理運営が行われた場合
Ｂ　（良　好）：仕様書及び事業計画書の内容どおりの成果があり、適正な管理運営が行われた場合
Ｃ　（課題含）：仕様書及び事業計画書の内容や目標を下回る項目があり、さらなる工夫・努力、改善が必要な場合
Ｄ　（要改善）：管理運営が適正に行われたとは認められず、大きな改善を要する場合

《平成２1 年度の評価結果》

№ 施設名 指定管理者名
評価結果

所管課管理運営
全般

施設の
維持管理

サービスの
維持向上

危機管理
対策

総合評価

1 霞ヶ浦ふれあいランド ㈶市開発公社 Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ 商工観光課
2 観光物産館こいこい ㈱玉造観光物産センター Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ 〃
3 高須崎公園 ㈶市開発公社 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 都市計画課
4 高須崎公園体験農場 ㈶市開発公社 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 〃
5 高須崎交流センター ㈶市開発公社 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 〃
6 北浦荘 ㈳社会福祉協議会 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 社会福祉課
7 ディサービスセンター ㈳親和会 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 介護福祉課

◆評価結果の活用
　評価により明らかになった課題等については、指定管理者に対し、必要な指導を行うとともに、対応方法を協議するなど改善措置を
実施し、より良い施設管理やサービス向上に努めています。

国
保
年
金
課
（
玉
造
庁
舎
）☎ ０

２
９
９
（
５
５
）
０
１
１
１

政策推進課（麻生庁舎）
　℡ 0299-72-0811
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0.00.20.40.60.81.0

　救急車は、けがや急病などで一刻も早く病院へ搬送

する必要のある場合に利用するものです。

　緊急ではなく、自分で病院に行けるのに救急車を要

請すると、１分１秒を争う重症や危篤状態で救急車を

必要とする場合、近くの救急車が出動できず到着が遅

れることで、救える命が救えなくなる恐れがあります。

　緊急性がなく、自分で病院に行ける場合は、救急車

以外の交通機関等を利用してください。

　ただし、傷病者の様子や事故の状況などから、急い

で病院へ連れていったほうが良いと思ったときには、

迷わず１１９番通報してください。 消防Ｑ＆А

Ｑ　救急車が現場に到着し、けが人や病人を収容

してから現場を引き揚げるまでに時間がかかるの

はどうして？

А　病院からけが人や病人の詳細な情報を求めら

れ、救急隊が詳細に観察及び事情聴取を行って、

その状況を報告してから収容可能かどうかの判断

がされるためです。

　また、収容病院が決まらずいくつかの病院へ連

絡しなくてはならない場合もあります。

　ご理解ご協力をお願いします。

救急車の適正利用にご協力をお願いします。

昨年と比較して、救急出場件数は、上半期で約２００件の増加をしています。
救急車を本当に必要とする人のために、みなさんのご理解とご協力をお願いします。

【問い合わせ先】　鹿行広域事務組合消防本部　警防課　　電話：０２９１－３４－８１１９
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平成 22年度　住民基本健診のお知らせ
健康増進課（北浦保健センター内）☎ ０２９1（３４）６２００

【 北 浦 地 区 】
期　　日 時　　間 地　　区 会　　場

１０月２５日（月） 　９：３０～１１：００ 吉川・繁昌

北浦保健センター

１３：００～１４：３０ 中根・山田

１０月２６日（火） 　９：３０～１１：００ 行戸・南高岡
１３：００～１４：３０ 小幡・北高岡

１０月２７日（水） 　９：３０～１１：００ 両宿・内宿・成田
１３：００～１４：３０ 三和・長野江・次木

１０月２８日（木） 　９：３０～１１：００ 小貫
１３：００～１４：３０ 全地区

【 玉 造 地 区 】
期　　日 時　　間 地　　区 会　　場

１１月１５日（月） 　９：３０～１１：００ 玉川地区 玉川地区学習センター１３：００～１４：３０

１１月１６日（火） 　９：３０～１１：００ 手賀地区 手賀地区学習センター１３：００～１４：３０

１１月１７日（水） 　９：３０～１１：００ 立花地区 羽生地区学習センター１３：００～１４：３０

１１月１８日（木） 　９：３０～１１：００ 緑ヶ丘・現原地区 榎本地区農民研修センター１３：００～１４：３０

１１月１９日（金）
　９：３０～１１：００ 谷島・横町・内宿・加茂

上宿・下宿・里
玉造公民館１３：００～１４：３０

１１月２４日（水）
　９：３０～１１：００ 浜・高須・川向

柄貝・泉・諸井 玉造保健センター１３：００～１４：３０

１１月２５日（木） 　９：３０～１１：００ 全地区１３：００～１４：３０

【 麻 生 地 区 】
期　　日 時　　間 地　　区 会　　場

１２月２日（木） 　９：３０～１１：００ 太田地区 太田分館
１３：００～１４：３０ 大和地区 大和分館

１２月３日（金） 　９：３０～１１：００ 小高地区 小高分館
１３：００～１４：３０ 行方地区 西浦学習センター

１２月６日（月） 　９：３０～１１：００ 麻生地区
麻生保健センター１３：００～１４：３０

１２月７日（火） 　９：３０～１１：００ 全地区１３：００～１４：３０

【健診項目及び料金】
健診項目 料金

結核検診（19 歳以上） 無　料
肺がん検診（胸部レントゲン）40 歳以上 無　料
　　〃　　　（喀痰検査）40 歳以上 １，０００円
生活習慣病予防健診（19 歳～ 39 歳） ５００円
特定健診（40 歳～ 69 歳の国保加入者） ５００円
　 〃　　（70 歳～ 74 歳の国保加入者） 無　料
高齢者健診（75 歳以上） 無　料
肝炎ウイルス検査（40 歳及び未検者） １，０００円
前立腺がん検診（50 歳～ 74 歳の男性） ７００円
大腸がん検診（30 歳以上） ５００円

※特定健診は、国保加入者の方のみ受診できます。　

　　国保以外の方は各々の医療保険者からの通知等に　

　　より確認をお願いします。

※健診年齢は、平成２３年３月３１日現在の年齢です。

※健康診査受診券を世帯ごとに郵送しますので、ご持

　　参ください。

※都合の悪い方は、別の地区で受診できます。

※健診時間は、厳守してください。

※通知が来ない方、病院等で健診を受けている方その

　　他ご不明の点がありましたら、健康増進課へご連絡　

　　ください。

次に該当する方は、今回の健診を受ける必要はありません。
①病気、妊娠等の理由により検診を受けられない方
②学校、職場、他機関等で受診されている方
③行方市で実施した総合健診を受けた方
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※ 

個
々
の
ご
家
庭
が
支
給
要
件
に
該
当
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
社
会
福

祉
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

①
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
子
ど
も

②
母
が
死
亡
し
た
子
ど
も

③
母
が
一
定
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
子
ど
も

④
母
の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い
子
ど
も

⑤ 

そ
の
他
（
母
が
１
年
以
上
遺
棄
し
て
い
る
子
ど
も
、
母
が
１
年

以
上
拘
禁
さ
れ
て
い
る
子
ど
も
、
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
懐

胎
し
た
子
ど
も
な
ど
）

申
請
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
印
鑑
（
認
め
印
）

・
口
座
証
明
書
（
市
役
所
に
用
紙
は
あ
り
ま
す
）

・
受
給
資
格
者
の
戸
籍
謄
本
等
（
離
婚
・
死
別
の
確
認
が
で
き
る
も
の
）

・
該
当
す
る
子
ど
も
の
戸
籍
謄
本
等

・
平
成
22
年
度
課
税
証
明
書
（
平
成
22
年
１
月
１
日
に
行
方
市
に
住
所

が
な
か
っ
た
申
請
者
及
び
扶
養
義
務
者
分
）

そ
の
他
、監
護
・
養
育
状
況
に
応
じ
て
書
類
を
求
め
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
請
受
付
場
所

行
方
市
役
所　

麻
生
庁
舎　

１
階　

総
合
窓
口

　
　
　
　
　
　

北
浦
庁
舎　

１
階　

総
合
窓
口

　
　
　
　
　
　

玉
造
庁
舎　

１
階　

社
会
福
祉
課
児
童
福
祉
グ
ル
ー
プ

　

今
ま
で
児
童
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
方
、
支
給

対
象
中
学
生
の
児
童
が
い
る
方
、
子
ど
も
手
当
の
申
請
は
お

済
み
で
し
ょ
う
か
？

【
手
続
き
が
必
要
な
方
】

○ 

今
ま
で
「
児
童
手
当
」
を
所
得
制
限
に
よ
り
受
給
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
方

○ 

今
ま
で
「
児
童
手
当
」
を
受
給
さ
れ
て
い
た
方
で
、
平
成

22
年
度
に
お
い
て
中
学
２
年
か
ら
３
年
生
の
子
ど
も
が
い

る
方

○
公
務
員
の
方
は
、
勤
務
先
で
の
手
続
き
と
な
り
ま
す
。

【
手
続
き
が
不
要
の
方
】

　

現
在
「
児
童
手
当
」
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
で
、
平
成
22

年
度
に
お
い
て
中
学
２
年
か
ら
３
年
生
の
子
ど
も
が
い
な
い

方
、
ま
た
は
、
平
成
22
年
３
月
１
日
か
ら
31
日
ま
で
に
新
規

児
童
手
当
の
申
請
を
さ
れ
た
方
に
つ
い
て
は
自
動
的
に
「
子

ど
も
手
当
」
に
移
行
さ
れ
ま
す
の
で
、
新
た
に
申
請
の
手
続

き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

【
申
請
・
支
給
の
方
法
】

　

児
童
保
護
者
の
申
請
に
基
づ
き
支
給
し
ま
す
。
平
成
22
年

９
月
30
日
ま
で
の
申
請
で
あ
れ
ば
、
平
成
22
年
４
月
１
日
に

遡
っ
て
支
給
し
ま
す
。
そ
れ
以
降
の
申
請
は
、
申
請
の
翌
月

分
か
ら
支
給
と
な
り
ま
す
。

子
ど
も
手
当
の
申
請
は

　
　
　
　
　
お
済
み
で
す
か

社
会
福
祉
課
（
玉
造
庁
舎
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎ 

０
２
９
９
（
５
５
）
０
１
１
１

父
子
家
庭
の
皆
様
も
児
童
扶
養
手
当
対
象
と
な
り
ま
す

社
会
福
祉
課
（
玉
造
庁
舎
）
☎ 

０
２
９
９
（
５
５
）
０
１
１
１

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
す
る
た
め
に
は
、
本
人
に
よ
る
申
請
が
必
要
で
す
。

　

平
成
22
年
11
月
30
日
ま
で
に
忘
れ
ず
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
平
成
22
年
度
に
限
り
、
11
月
30
日
ま
で
に
申
請
を
す
れ
ば
、
平
成
22

年
７
月
31
日
ま
で
に
支
給
要
件
に
該
当
し
て
い
る
方
は
「
８
月
分
」
か
ら

支
給
。
平
成
22
年
８
月
１
日
以
降
、
11
月
30
日
ま
で
に
支
給
要
件
に
該

当
し
た
方
は
「
要
件
に
該
当
し
た
日
の
翌
月
分
」
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

11
月
30
日
を
過
ぎ
る
と
、「
申
請
の
翌
月
分
」
か
ら
の
支
給
に
な
り

ま
す
。

※
８
月
～
11
月
分
が
支
給
さ
れ
る
の
は
12
月
で
す
。

児
童
扶
養
手
当
と
は
？

　

父
母
の
離
婚
な
ど
で
、
父
又
は
母
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
子

ど
も
が
育
成
さ
れ
る
家
庭
（
ひ
と
り
親
家
庭
）
の
生
活
の
安
定
と
自
立

の
促
進
に
寄
与
し
、
子
ど
も
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

　

手
当
は
、
監
護
・
養
育
さ
れ
て
い
る
児
童
が
18
歳
に
達
し
た
年
度
末

（
政
令
で
定
め
る
障
害
の
あ
る
児
童
の
場
合
は
20
歳
）
ま
で
支
給
さ
れ

ま
す
。
た
だ
し
、
公
的
年
金
を
受
け
て
い
る
方
な
ど
は
、
こ
の
手
当
を

受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

父
子
家
庭
の
支
給
要
件
は

　

次
の
①
～
⑤
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
子
ど
も
に
つ
い
て
、
父
が
そ

の
子
ど
も
を
監
護
し
、
か
つ
、
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
る
場
合
に
支
給

さ
れ
ま
す
。

居
住
条
件
や
所
得
制
限
に
よ
り
支
給
に
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
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行方市の農業振興地域整備計画の見直しを実施します
農林水産課（北浦庁舎）☎ ０２９1（３５）２１１１

【農業振興地域整備計画の見直しについて】

　行方市では、平成 22 年度から平成 23 年度にかけて行方市の農業振興地域整備計画（農振計画）の見直しを行います。

この農振計画は、「農業振興地域の整備に関する法律（農振法）」に基づいて、おおむね 10 年先を見通した農業を振興

するための総合的基本計画として定められたものです。現在、行方市の農業振興地域整備計画は、麻生地域、北浦地域、

玉造地域の旧町ごとに定められていますが、今回の見直しにより行方市全域の計画として策定されることになります。

【農用地区域について】

　農業振興地域には、農用地として利用するための「農用地区域」が指定

されています。農用地区域の農地は、原則として農業以外の目的には利用

できません。

＊農用地区域からの除外について

　農用地区域に指定されている農地を、やむを得ず、農業以外の目的に利

用する場合は、農振法第 13 条第 2 項の要件を満たし、更にその目的につ

いて、農地法、都市計画法、建築基準法などの他法令による許認可が見込

まれる必要があります。

　この要件を満たしていることを条件に「農業振興地域整備計画の変更（農振除外）」手続きが必要となりますので、

事前に農林水産課へご相談ください。（完了まで、申出締切日から約 5 ヵ月の期間を要しますのでご注意ください）

農振除外の要件（農振法第 13 条第２項）
１．農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であり、農用地区域外の土地をもって代えることが困難であること

２．農用地の集団化、農作業の効率化、その他土地の農業上の効率的・総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと

３．効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること

４．農用地区域内の保全施設等が有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと

５．土地改良事業等の受益地である場合は、その事業実施後８年を経過していること

※平成 21 年 12 月から改正農地法等が施行され、農用地区域からの除外が厳格化されました。

＊個別の農振除外（随時変更）の申出書受付は、年に３回予定されています。

年度 第 1 回受付締切日 第 2 回受付締切日 第３回受付締切日

平成 22 年度 平成 22 年５月 31 日 平成 22 年９月 30 日 平成 23 年 1 月 31 日

平成23年度は農振除外の手続きを一時停止します！

　行方市の農振計画見直しは、平成 22 年度に市内各地域の情勢調査（基礎調査）及び関係機関との調整を行い、平成

23 年度に計画確定の手続きを行う予定です。このため、平成 23 年度中は、農振除外手続きを一時停止いたしますので、

計画のある方はお早めに農林水産課へお申し出ください。
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※行方市では、新たな自主財源の確保や地元商工業者などの活性化、市民生活情報の提供を目的に有料広告掲載の取り組みを行っています。

問い合わせ　税務課・収納対策課（麻生庁舎）　☎ 0299－72－0811

税 金
のお知らせのお知らせ

今月の税金
固定資産税　第3期

国民健康保険税　第 3期

納付期限（口座振替日）

は 9月 30日です。

軽自動車等を廃車したら届出を！

　軽自動車（軽自動車、軽トラック、バイクなど）を廃車

した場合は、必ず届出をしてください。

　届出をしないで、そのまま放置しておくと軽自動車税が

毎年賦課されてしまうことになります。

○軽自動車の廃車手続きは
①自動車車検証②ナンバープレート③理由書（ナンバープレート紛失等の理由により返納できない場合）

④申請依頼書（代理人申請の場合）⑤印鑑（所有者及び使用者の印鑑）をご準備の上、下記事務所、支局で

手続き願います。※その他にも書類が必要になる場合がありますので必ず電話にてお問い合わせください。

＜四輪の軽自動車＞

軽自動車検査協会　茨城事務所　（〒 311-3123　茨城町字広山 887-59）℡ 029-293-9989

＜二輪（250 ｃｃ以上）の軽自動車＞

茨城運輸支局　（〒 310-0844　水戸市住吉町 353）℡０50-5540-2017

○１２５ｃｃ以下のバイクは
バイク（125 ｃｃ以下）などの廃車については、市役所各総合窓口課で手続きができます。電話で必要書類

などをお問い合わせの上、届出をお願いします。

【お問い合わせ】税務課（麻生庁舎）　☎０２９９－７２－０８１１

　市では、納税の公平性を保つため、催告に応じない市税等滞納者に対して
は、積極的に滞納処分を実施しています。

　滞納処分とは、地方税法および国税徴収法に基づき、やむを得ず財産（不動産、給与、預貯金など）を差

押さえて、公売などを行い滞納税金に充てることをいいます。

軽自動車、バイクなどについては「タイヤロック」も実施しています。

　事情により期限内に納付できないときは、収納対策課へお早めにご相談ください。

【問い合わせ】　収納対策課（麻生庁舎）　☎０２９９－７２－０８１１

滞納処分について
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※行方市では、新たな自主財源の確保や地元商工業者などの活性化、市民生活情報の提供を目的に有料広告掲載の取り組みを行っています。

不 動 産 公 売 を 実 施 し ま す !!

　茨城租税債権機構では、一般の方も参加できる入札により不動産を公売しますので参加してみてはいかが
ですか。１２時５０分から受付を開始し、１３時から入札についての説明を行います。
　下記のホームページにアクセスしていただければ、詳しい内容がご覧いただけます。また、ご質問等がご
ざいましたら、問い合わせ先（茨城租税債権管理機構）までご連絡ください。
■公売日時：平成２２年１０月５日（火）１３時２０分～１４時
■場　　所：水戸合同庁舎内　２階大会議室（水戸市棚町１－３－１）
■公売対象不動産

売却区分 財産の表示・見積価格・公売保証金額

22-48

（物件１）
・行方市於下字新田　　１０１番２　　畑　　４, ６２３㎡

（物件２）
・行方市於下字新田　　１０１番５　　畑　　  ３４３㎡
・見積価額　１，４３０，０００円（公売保証金額　　１５０，０００円）

■公売日時：平成２２年 11 月２日（火）１３時２０分～１４時
■場　　所：水戸合同庁舎内　２階大会議室（水戸市棚町１－３－１）
■公売対象不動産

売却区分 財産の表示・見積価格・公売保証金額

22-69
（物件１）
・行方市井貝字原久保　　８０９番３　　山　林　　３, ０１７㎡
・見積価額　４８２，０００円　（公売保証金額　　５０，０００円）

22-70

（物件１）
・行方市井貝字原久保　　８０９番６　　　山　林　　１, ０２１㎡

（物件２）
・行方市井貝字原久保　　８０９番７　　　山　林   ４, ０１９㎡
・見積価額　４５２，０００円 （公売保証金額　　　５０，０００円）

■公売には、原則として、定められた公売保証金を納付すれば、どなたでも参加することができます。ただし、   
　買受人の制限（国税徴収法第９２条）、公売実施の適正化のための措置（国税徴収法第１０８条）等、買
　受人となることができない方は参加できません。
■執行機関は買受人への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、物件の引渡の義務を負いま
　せん。物件内の動産類やごみの撤去、占有者の立ち退きなどは、全て買受人自身で行っていただきます。
　また、隣地との境界は買受人と隣地所有者で協議してください。
■ 売却区分２２－４８の公売参加には、公売日に行方市農業委

員会の発行する『買受適格証明書』の提出が必要となります。
手続きについては、行方市農業委員会事務局 ☎ 0291（35）
2111（北浦庁舎１階）へお問い合わせください。

■公売日直前に、滞納税の完納などで中止になる場合があります。

収納対策課（麻生庁舎）　℡ 0299-72-0811

問合せ先
水戸市棚町 1-3-1 茨城県水戸合同庁舎５階

茨城租税債権管理機構
℡　029-225-1221

ＨＰ　http://www.ibaraki-sozei.jp/
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